
規則要綱案と手続の流れ図

　

○　地方裁判所 は，裁判員候補者の員数を算定（２０条２項
※）

○　地方裁判所 は，裁判員候補者の員数を市町村に割り当
て，市町村の選挙管理委員会に通知（２０条１項※）

○　市町村の選挙管理委員会 は，裁判員候補者予定者名
簿を地方裁判所に送付（２２条）
○　地方裁判所 は，公務所に照会（本籍データの添付）（１２
条２項）

○　地方裁判所 は，裁判員候補者名簿を調製（２３条１項
※，２項）

○　地方裁判所 は，裁判員候補者名簿に記載された旨を裁
判員候補者に通知（２５条）

○　受訴裁判所 は，補充裁判員を置くか否か，置く場合には
その員数を決定（２６条１項）
○　受訴裁判所 は，呼び出すべき裁判員候補者の員数を決
定（２６条２項）

○　受訴裁判所 は，選任手続期日を指定し（２７条１
項），裁判員候補者を呼び出す（２７条２項，３項※，４項
※）
○　受訴裁判所 による質問票の送付（３０条１項～３項，
４項※）

○　裁判長 は，裁判員候補者の氏名を記載した名簿を，２日
前までに，検察官及び弁護人に送付（３１条１項）
○　前科照会（公務所への照会）（１２条）
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○　地方裁判所 による裁判員候補者名簿からの消除（２３条
３項※）

○　裁判員候補者を補充する場合の措
置（裁判員候補者の員数を市町村に割
り当て，市町村の選挙管理委員会に通
知，裁判員候補者予定者名簿の調製・
送付，公務所に対する照会，裁判員候
補者名簿の調製）（２４条１項※）
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○　地方裁判所 は，呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定
（２６条３項）
○　地方裁判所 は，検察官及び弁護人に対しくじに立ち会う
機会を付与（２６条４項）

○　地方裁判所 は，管内の市町村選挙管理委員会に選挙人名簿
被登録者数を照会し，聴取した選挙人名簿被登録者数を基に各市
町村選挙管理委員会ごとの割当員数を算出（十一の２，４※）

○  市町村 は，裁判員候補者予定者名簿に付して裁判員候補者の
本籍を回答（十）

○　裁判員候補者名簿の様式（十二の１※）
○　取扱支部における調製方法等（十二の２※）
○  裁判員候補者名簿等の不開示（十二の３）

○　地方裁判所 は，呼び出すべき裁判員候補者の選定録を作成
（十六）

○　検察官及び弁護人に選任手続期日通知（十七）
○　呼出状の記載事項（十八※）
○　呼出状の発送時期（十九）
○　呼出しのための猶予期間（二十※）
○　選任手続期日の変更（二十一の１～４）
○　選任手続期日を変更するについての意見聴取（二十一の５）
○　選任手続期日変更決定の通知（二十一の６，７）
○　質問票の記載事項（二十二※）
○　裁判員候補者の資料の提出（二十三）

○　地方裁判所 は，対象事件の取扱状況や呼出しを受けた裁判員
候補者の出頭状況等を勘案して，次年に必要な裁判員候補者の員
数を算定（十一の１，３※）

○　裁判員候補者を補充する場合の措置（裁判員候補者の員数の
割当て方法，裁判員候補者名簿の様式）（十四※）

○　地方裁判所 による調査，裁判員候補者の資料の提出（十五の
１）
○   調査票及び資料の不開示（十五の２）

○　市町村の選挙管理委員会 は，裁判員候補者予定者名簿
を調製（２１条）

○　裁判員候補者名簿からの消除方法（十三※）

○　追加して呼び出すべき裁判員候補者を
地方裁判所 が選定し，受訴裁判所 が呼び
出す（２８条）

○　地方裁判所 は，呼び出すべき裁判員候補者の選定録を作成
（十六）
○　呼出状の記載事項（十八※）
○　呼出状の発送時期（十九）
○　呼出しのための猶予期間（二十※）

○　地方裁判所 による裁判員候補者名簿からの消除（２３条
３項※）

○　受訴裁判所 による呼出取消し（２７条５項，６項）

○　裁判員候補者名簿からの消除方法（十三※）

○　○の段階の調査においては， 法１５条１項の○○○○事○○
当者①７０歳以上（法１６条１号），学生（法１６条３号），過去５年以
内の裁判員・補充裁判員，検察審査員・補充員経験者（法１６条４
号，６号）といった定型的辞退事○○当者で１年を通じて辞退意思を
明らかにする者， 明い明明・明明（法１６条７号明）のために１年を
通じて出頭が通通な者で，辞退意思を明らかにする者， １年のう
ち特定の時期（月）に参加通通な者についてはその時期と通通とな
る理○について把握

○　○の段階の質問票においては，①裁判員の選任資格（法１３
条），②欠格事○（法１４条），③○○○○事○（法１５条），に○当す
るかのほか，④辞退事○（法１６条）に○当するか（○当する場合に
はさらに辞退を希望するか）についても把握

○　受訴裁判所 は，調査回答書の回答内容及び疎明資料を基に，
呼び出すか否か判断

○　呼び出すべき裁判員候補者の一覧表（本籍を含む。）を作成し
て地方検察庁に送付し，前科照会
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※は，裁判員法が規則委任している規定である。

○　地方裁判所 による裁判員候補者名簿
からの消除（２３条３項※）

○　受訴裁判所 による呼出取消し（２７条５
項，６項）

○　裁判員候補者名簿からの消除方法（十三※）

前科あり前科なし



○　理○付き不選任の請求，決定（３４条４項，７項）

○　裁判員の選任決定（３７条１項※），補充裁判員の選任決
定（３７条２項）

○　裁判員が不足する場合の措置（３８条）

○　裁判長 による裁判員及び補充裁判員に対する説明（３９
条１項※）
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○　裁判員及び補充裁判員の宣誓（３９条２項※）

○　裁判長 は，質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧
させる（３１条２項）
○　質問手続（３２条，３３条，３４条１項～３項）

○　宣誓の方式（三十五※）

○　裁判員及び補充裁判員に対する説明（三十四※）

○　異議の申立て（３５条）

○　理○を示さない不選任請求（３６条）

○　理○を示さない不選任の請求の順序（交互方式）（三十二）

○　選任された者以外の不選任決定がされなかった裁判員候
補者について，不選任の決定（３７条３項）

○　地方裁判所 による裁判員候補者名簿からの消除（２９
条３項※）
○　裁判員及び補充裁判員の解任（４１条１項～４項，５項
※，６項及び７項），４３条１項～４項，５項※，４４条，４５
条）
○　異議の申立て（４２条）
○　裁判員及び補充裁判員の追加選任（４６条，４７条）
○　最高裁判所 による運用状況の公表（７４条）
○　不出頭者に対する制裁（８３条１号）
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○　対象事件からの除外（３条１項，２項，３項※，４項～６項）

○　第１回の公判期日前の鑑定（５０条１項，２項※，３項）
○　鑑定の手続実施決定等をする際の意見聴取（三十九※）
○　鑑定手続実施決定があった場合の公判前整理手続調書（四十
四）

○　対象事件からの除外についての意見の聴取（三※）
○　対象事件からの除外に関する決定の手続（四）及び同決定に対
する即時抗告（五）

○　選任手続期日における決定等の告知（二十四）

○　裁判員等選任手続調書（二十五～三十）
○　検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置（四十八）

○　裁判員等の解任についての意見の聴取（三十六※）
○　裁判員等を解任する決定の告知（三十七）
○　解任の請求を却下する決定に対する異議の申立ての手続（三十
八）

○　選任手続期日における決定等の告知（二十四）

○　質問手続においては，①事件関係者か否か（法１７条），②不公
平な裁判をするおそれがあるか否か（法１８条），③辞退事○を主張
する者で判断が微妙なものについてその事○があるか否かについ
て，主に質問

○　裁判員等の選任方法（全員質問方式，抹消方式）（三十三※）
○　選任手続期日における決定等の告知（二十四）

○　裁判員候補者名簿からの消除方法（十三※）

○　趣旨（一）

○　証人等の尋問調書及び検証調書における裁判員等の氏名の表
示（四十二）

○　公判調書における裁判員等の氏名の表示（四十三）
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○　裁判員裁判に関する事務の取扱支部（二）

○　不選任の決定の請求を却下する決定に対する異議の申立ての
手続（三十一）

○　旅費，日当及び宿泊料の支給（１１条※，２９条２項※）
○　旅費，日当及び宿泊料の支給（六～九※）

○　裁判員の選任及び解任等に関する書類の謄写（四十七）

○　刑事訴訟規則の適用に関する特例（四十一）

○　立証及び弁論における配慮（四十）

○　評議における配慮（四十五）

○　弁論終結前の評議（四十六）
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